


がって, 全体の84％の企業では, 毎期固定報酬の見直し

を行っていることになる｡ これらの企業について, さら

に ｢固定報酬の毎期見直しによって前年度からの減額が

あることが規定されている｣ という回答は79％となっ

ている｡ そして, 固定報酬を見直しするための基準とし

ては, ｢会社業績｣ (86％) や ｢担当部門業績｣ (42％)

を使用する企業が多くあった (図３)｡

こうしたデータでみると, 業績を現金報酬額に反映さ

せている企業は多くある｡ だが, 反映の方法としては,

当該年度での業績に連動した変動報酬の支給によるとは

限らず, 前期の業績を基にして固定報酬額を見直すこと

によって役員報酬を変動させている傾向が強いのではな

いかと思われる｡

なお, 法人税法上の ｢利益連動給与｣ として役員給与

の損金算入を行っている企業は10％にすぎなかった｡

損金算入を行っていない理由としては, ｢算定方式の開

示に抵抗がある｣ (35％), ｢利益以外の指標を基に算定

している｣ (30％) が多くあった｡ 法律上は利益連動給

与の損金算入が認められるようになったが, 現実には,

損金算入は多くの企業で活用できていない｡ このこと

が, 上述のように当該年度の業績による業績連動報酬支

給が進まない背景にあるとも考えられる｡

(2) 現金報酬支給額の水準

社長4,375万円, 取締役2,013万円

続いて, 実際の支給額の水準をみることにする｡ 本稿

では, 各報酬カテゴリーについて, 調査結果のうちから

｢社長｣ ｢副社長｣ ｢専務｣ ｢常務｣ ｢取締役｣ の役位別に,

報酬支給額の平均値および中位数と上位・下位の10％

水準による分布状況を紹介する｡

実際のサーベイでは, これらの役位のほかに ｢会長｣

｢執行役員 (委任)｣ ｢執行役員 (雇用)｣ ｢社外取締役｣

｢常勤監査役｣ ｢非常勤監査役｣ ｢相談役・顧問等｣ に関

しても報酬額の調査をしている｡ 社長や取締役が執行役

員を兼任している場合は, ｢社長｣ ｢取締役｣ のほうに分

類しているので, ｢執行役員 (委任)｣ ｢執行役員 (雇

用)｣ には取締役兼任でない純粋な執行役員のみが該当

する｡ また, 報酬支給額については上位および下位25％

値の算出も行っているが, これらは省略させていただく

(表１)｡

さて, 役位別の現金報酬の支給実績額をみると, 結果

は表２のようになった｡ なお, ここでの現金報酬額とは

固定報酬と業績連動報酬を合計した金額 (年額) であ

る｡ 使用人兼務者については使用人部分の報酬も含んで

いる｡

現金報酬の平均額をみると, 社長が4,375万円, 副社長

は4,200万円と4,000万円台であった｡ 専務は3,121万円で

3,000万円台, 常務は2,749万円, 取締役は2,013万円と

2,000万円台であった｡

中位数でみた場合も, 各役位で平均値にほぼ近い水準

であった｡ なお, 平均値と中位数の大きな乖離が発生す

るのは, 調査データの中に他と比べて著しく高水準ない

し低水準のものが少数含まれている場合等である｡

現金報酬の平均値では, 社長が最も高いが, 上位・下

位各10％値の差異で測定された会社間の振れ幅も社長

が最も大きくなる｡ 役位別の現金報酬額の平均水準を比

較すると, 社長の現金報酬額は取締役の2.17倍となる｡

また, 表には記載していないが, 従業員最高給者との比

較では社長の現金報酬額は2.95倍となった｡
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図１ 業績連動報酬制度の有無 図２ 固定報酬の毎期見直しの有無

図３ 固定報酬見直し部分の見直し基準
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(3) 固定・業績連動部分の支給額水準

業績連動報酬は社長1,479万円, 取締役590万円

現金報酬総額は以上のとおりであるが, 続いて

固定報酬部分と業績連動報酬部分に分けて, 役位

別の報酬水準をみることにする｡

まず, 固定報酬の平均額をみると, 社長が3,662

万円, 副社長は3,369万円と3,000万円台であり,

専務が2,559万円, 常務は2,252万円と2,000万円台

であった｡ 取締役は1,622万円となった (表３)｡

業績連動報酬の平均額では, 社長が1,479万円,

副社長は1,247万円と1,000万円台であり, 専務は

944万円, 常務は853万円, 取締役は590万円と

なった (表４)｡ なお, 業績連動報酬を支給されて

いる役員についてのみ集計した平均値であるた

め, 現金報酬総額および固定報酬のデータよりも

分母となるサンプル数は少ない｡ そのため, 固定

報酬と業績連動報酬のそれぞれの平均値を合算し

ても現金報酬総額の平均値とは一致しない｡

また, 社外取締役・監査役については, 独立性

重視の立場から多額の業績連動報酬の支給は否定

的に解釈されることがある｡ 当サーベイの結果で

も, 監査役や社外取締役を対象にした業績連動報酬制度

があるという回答は20％程度であった｡

(4) 企業規模別にみた現金報酬額

売上高5,000億円以上企業の社長は6,208万円

ここでは, 連結売上高でみた企業規模と現金報酬水準

の関係をみてみる｡ 表５は, 売上規模別に役位別の現金

報酬額の平均値を示したものである｡

売上規模別に社長の現金報酬総額をみると, 売上高が

200億円未満の企業の平均は2,585万円であったが, 200

～1,000億円の企業では4,619万円, 1,000～5,000億円の

企業では5,066万円, そして5,000億円以上の企業では

6,208万円と, 売上高が大きくなるほど報酬水準が高く

なることが確認された｡ 取締役についても, 売上高が

200億円未満の企業の平均は1,440万円であったが, 200

～1,000億円の企業では1,950万円, 1,000～5,000億円の

企業では2,155万円, そして5,000億円以上の企業では

2,864万円となり, やはり売上高が大きくなるほど報酬

水準が高くなっていた｡ 他の役位の役員についても, お

おむね同様の傾向であった｡

(5) 現金報酬制度改革に関する課題

役員報酬ポリシーを策定している企業は33％

役員報酬の業績連動化を推進するためには, 役員報酬
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表１ 当サーベイでの報酬支給額の調査・集計範囲

区 分 会長 社長 副社長 専務 常務 取締役 執行役員
(委任)

執行役員
(雇用)

社外
取締役

常勤
監査役

非常勤
監査役

相談役・
顧問等

平均値

上位10％

上位25％

中位数 (50％)

下位25％

下位10％

※ ：本稿で報酬水準の調査結果を紹介する部分

表２ 現金報酬の役位別支給額水準
(単位：千円)

区 分 社長 副社長 専務 常務 取締役

平均値 43,750 41,996 31,214 27,489 20,125

上位10％ 75,250 56,556 43,770 38,862 31,090

中位数 (50％) 40,422 41,140 31,724 27,110 18,540

下位10％ 18,600 28,460 18,050 18,263 12,000

表３ 固定部分の役位別支給額水準

(単位：千円)

区 分 社長 副社長 専務 常務 取締役

平均値 36,618 33,685 25,585 22,515 16,223

上位10％ 61,080 41,904 34,363 30,000 23,512

中位数 (50％) 31,725 36,000 25,020 21,600 15,083

下位10％ 18,600 22,282 13,440 14,676 11,796

表４ 業績連動部分の役位別支給額水準

(単位：千円)

区 分 社長 副社長 専務 常務 取締役

平均値 14,792 12,467 9,442 8,527 5,899

上位10％ 22,924 19,350 14,900 12,100 10,929

中位数 (50％) 15,000 12,170 10,030 8,050 4,575

下位10％ 4,842 5,290 4,000 4,629 1,550
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全体に占める変動報酬部分の割合を大きく, かつ

業績結果水準による変動幅も十分に大きくするこ

とが必要である｡ それらを具体的にどの程度に設

定するべきであるかは, 業界特性や事業規模等の

条件によるので一概には言えないが, 少なくとも

｢業績が低迷しているのに役員報酬はほとんど変

わっていない｣ とか ｢成果主義人事制度のもとで

従業員が負っている成果負担よりも役員の報酬リ

スクのほうが小さい｣ といった非難を受けるよう

な状況は好ましくない｡

多くの企業では, 従来から業績不振時に役員報

酬を削減することは行われてきたが, こうした事

後的な運用から発展させて, 利害関係者にとって

より明確で透明性の高い制度への転換が望まれ

る｡つまり,業績目標の到達度に応じメリハリのあ

る変動幅で報酬支給額が決まる制度が望ましい｡

なお, 業績連動報酬が適正に運用されるために

は, 業績結果水準に応じた業績連動部分の支給金

額の設定だけではなく, 役員評価を含む報酬決定プロセ

スの充実を図ることが必要である｡ この点については,

本稿でも後ほど触れてみたい｡

固定報酬部分については, 各職務の役割の大きさに応

じた支給をすることが基本である｡ 職責の重さに基づい

て各役位における適正な支給水準を検討し, それにより

合理的で説明可能な役位間の格差を実現するようにす

る｡ この点, 役位が ｢役割基準｣ より ｢人基準｣ に近

く, 結果として年功的な報酬となっている企業も見受け

られるが, できるだけ, 職務価値と役位の連動を図って

いくことが必要であろう｡

さらに, これは現金報酬だけでなく, 次に触れる株式

報酬や退職慰労金を含む役員報酬制度全体に関する課題

であるが, 役員報酬について自社としての根本的な指針

を記載した ｢役員報酬ポリシー｣ を策定して, ｢報酬思

想｣ ｢報酬要素と構成比率｣ ｢報酬水準｣ ｢報酬決定プロ

セス｣ 等についての基本的な方向性を定められることを

お勧めしたい｡ そして, かかるポリシーを社外に開示す

ることが, 役員報酬の透明性を高め, 報酬支給について

の理解を得るために有効な方策である｡

当サーベイの結果では, 役員報酬ポリシーを策定して

いる企業は全体の33％であり, さらにポリシーの内容を

社外に公表している企業は５％のみであった｡ 多くの

企業にとって, 役員報酬ポリシーの策定は今後の課題で

あると考えられる｡

(1) 株式報酬制度の概況

ストックオプションは36％の企業で導入

株主重視経営推進のため, 役員に対して株式報酬を支

給することが近年注目されている｡ つまり, 役員の報酬

の一部を株式や新株予約権 (ストックオプション) に

よって支給することで, 役員に株主価値向上を強く意識

させるという狙いである｡

当サーベイでの株式報酬制度の導入状況をみると, ス

トックオプションは36％の企業で, 株式報酬型ストック

オプションは11％の企業でそれぞれ導入されていた｡

これらの割合は, ファントムストック (導入企業は５

％) や現物株支給 (同０％) 等, 他のインセンティブ制

度の導入率を大きく上回っている (ここでいう株式報酬

型ストックオプションとは, いわゆる ｢１円ストックオ

プション｣ と呼ばれるもので, 権利行使価格を１円と

いった低価格に設定することで株式譲渡と同様の効果を

志向したものである)｡

株式報酬に関する近年の大きな条件変化として, ス

トックオプションの付与時点で損益計算書上の費用計上

が必要になったことがある｡ 従来, ストックオプション

はこうした費用計上が不要であったが故に好んで用いら
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２ 株式報酬

図４ ストックオプション費用計上の影響

表５ 売上規模別に見た現金報酬の役位別支給額水準
(単位：千円)

区 分 社長 副社長 専務 常務 取締役

200億円未満 25,845 25,227 15,932 18,312 14,402

200億円以上
～ 1,000億円未満 46,190 41,638 28,074 21,883 19,497

1,000億円以上
～ 5,000億円未満 50,655 39,440 28,396 25,995 21,549

5,000億円以上 62,081 46,524 37,068 31,033 28,635
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れてきた面があると思われるが, 会計基準の改定

により, 損益上の有利さがなくなったうえでの活

用状況はどうであろうか｡ 当サーベイ結果では,

ストックオプションの費用計上化の影響として,

現時点では ｢制度についてとくに変更点はない｣

とする企業が40％と多く, ｢制度の中止／凍結｣

を行った企業は30％であった｡ その一方で, ｢他

のインセンティブ制度を導入した｣ 企業は７％, ｢付与

条件厳格化・付与数削減をした｣ 企業は３％と少なく,

制度内容の改訂に踏み込んでいる企業はいまだ少数であ

る (図４)｡ かなりの企業が今後のあり方について ｢様

子見｣ の状態なのではないかと思われる｡

(2) 株式報酬の支給額水準

株式報酬額は, 社長が1,216万円 (中位数)

株式報酬の支給については, ストックオプションおよ

び現物株支給について各役員への支給実績を調査した｡

ただし, 今回は現物株支給を行っていると回答した会社

はなかったので, ここでのデータはすべてストックオプ

ション付与によるものとなる｡

報酬額については, ｢ストックオプション会計による

１株あたり公正価額×株数｣ とした｡ なお, ご承知のよ

うに当該金額はブラック・ショールズ・モデル等を用い

て計算され, 経理上人件費の一部として計上される金額

である｡ ストックオプションを行使後に株式売却により

得られる実現益は当該計上額どおりとは限らず, その意

味では, この金額は現金報酬とはやや性格が異なること

はご留意いただきたい｡

こうしたストックオプションの付与額の役位別実績を

示したのが表６である (回答データ中に特定役位者に対

する付与ストックオプションの評価額が多額になってい

る企業がある関係で, ここでは平均値よりも中位数のほ

うを参照していただくほうがいいかもしれない)｡ 各役

位別の株式報酬額の中位数をみると, 社長が1,216万円

と最も多く, 副社長で836万円, 専務770万円, 常務727万

円, 取締役370万円となっている｡

(3) 株式報酬制度改革に関する課題

ストックオプションの行使条件を付している企業は
27％のみ

株式報酬制度の本来の趣旨は, 役員と株主の利害を一

致させ, 役員を株主価値向上のためにコミットさせるこ

とにある｡ 日本取締役協会による ｢経営者報酬の指針｣

でも ｢経営者のアカウンタビリティ確保には業績連動賞

与と同様に株式報酬は必要である｣ としており, 株式報

酬の導入を推奨している｡ こうした本来の意義からする

と, 役員報酬の一定部分に株式報酬を活用することは検

討に値するであろう｡

また, ストックオプションのインセンティブとしての

効果を一層高めるためには, 付与するだけでなく, 行使

条件 (行使が可能になるために利益額や株価等による条

件到達を必要とすること) を付すことも検討に値するで

あろう｡ 当サーベイの結果では, このような行使条件を

付している企業は27％と少なかったが, たとえば ｢日経

平均等の株式市場指数を上回った場合に権利行使でき

る｣ 等の条件を付けることは, 株主価値向上のための経

営努力をさらに促すためのインセンティブ強化が期待で

きるはずである｡

なお, 株式報酬はストックオプションだけでなく, さ

まざまな種類の制度設計が可能である｡ 前述したとお

り, ストックオプションは費用計上不要という他のイン

センティブ制度にないメリットがあったが, 現在では費

用計上が必要であり, ストックオプションも他と対等な

選択肢の１つと考えるべきである｡ ストックオプション

制度を維持する部分については, 費用対効果を考えて付

与対象者・付与数・行使条件等のあり方を再考しつつ,

ストックオプションと他の株式報酬のメリット・デメ

リットを勘案しながら, 最適な報酬ポートフォリオを構

築することが望まれる｡

(1) 役員退職慰労金制度の概況

退職慰労金制度を導入している企業は42％

役員退職慰労金は, ｢支給の根拠が不明確｣ であると

か, ｢支給額が巨額になるのに在任年数だけで決まるこ

とが多い｣ 等の理由で, 役員報酬制度の中でも, とくに

批判を受けることが多い領域である｡ また, こうした批
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３ 役員退職慰労金

表６ ストックオプションの役位別付与評価額水準
(単位：千円)

区 分 社長 副社長 専務 常務 取締役

平均値 14,775 11,411 7,811 6,924 11,166

上位10％ 28,518 19,513 13,656 7,872 30,047

中位数 (50％) 12,160 8,357 7,700 7,266 3,704

下位10％ 4,783 5,754 2,129 3,525 1,570
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判にかんがみ, 近年, すでに退職慰労金制度の改

廃に着手している企業も多くある｡

当サーベイの結果でも, 現時点で役員退職慰労

金制度を導入している企業は42％であり, 半数を

下回っている｡ また, 導入している企業でも, そ

の50％は制度の見直しあるいは廃止を予定して

いるという回答であった (図５)｡ ただ, 制度を導

入している企業のうちの85％は, 業績連動部分は ｢少な

い｣ ないしは ｢まったくない｣ としている｡ やはり, 役

員退職慰労金は業績連動性が低く, 在勤年数等で決まっ

てしまう部分が大きいのではないかと思われる｡

また, 過去５年以内に役員退職慰労金制度を廃止した

企業は38％である｡ ただし, 廃止した企業の96％で将来

発生相当分の補填を行っており, 補填する報酬の種類と

しては, ｢固定報酬｣ が83％と最も多かった｡ こうした

実際の改革内容をみると, 退職慰労金を廃止しても, 将

来発生相当分を固定報酬に補填したというケースが多

く, 業績連動報酬やストックオプションへの振り替えは

必ずしも主流ではないようである｡

(2) 役員退職慰労金の積増額水準

1,000万円を超える社長・副社長の積増額

退職慰労金の水準については, １年間の積増額, つま

り, [昨年度末に退職していたら支給されていた額マイ

ナス一昨年度末に退職していたら支給されていた額] に

よって金額を測定した｡

役員退職慰労金制度がある企業で, 役位別の１年あた

り退職慰労金積増額の平均をみると, 社長・副社長で

1,000万円を超え, 専務で838万円, 常務668万円, 取締役

で300万円台といった水準であった (表７)｡

確かに, 役員退職慰労金制度がある企業は減ってきて

いるものの, 制度がある企業の, とくに社長・副社長ク

ラスでは, 現在もそれなりに高額の退職慰労金が積み増

しされているのが現状である｡

(3) 役員退職慰労金制度改革に関する課題

固定報酬への補填ではなく業績連動報酬へ

すでにみたように, 過去５年以内に役員退職慰労金制

度を廃止した企業は38％にも上るうえ, 制度がある企業

でも, ｢廃止予定｣ および ｢見直し検討中｣ を合わせる

と21％になる｡ 多くの企業が, 現在, 制度の改廃につい

て意識していることがうかがわれる｡

しかしながら, 実際の役員退職慰労金制度の改革内容

をみると, 退職慰労金を廃止しても将来発生相当分を固

定報酬に補填したというケースが多くあり, 業績連動報

酬やストックオプションへの振り替えは必ずしも主流で

はないのも事実である｡

確かに, 前述のように, 多くの企業では業績に応じて

翌期の役員の固定報酬額を変動させている｡ したがっ

て, 固定報酬への振り替えという現象だけをみて, 従来

の年功型退職慰労金制度からまったく進展がないと一概

に言うことはできない｡ しかし, 事前に明示された業績

目標に対する到達度により役員報酬額を変動させるので
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表７ 役員退職慰労金の役位別積増額水準
(単位：千円)

区 分 社長 副社長 専務 常務 取締役

平均値 12,688 13,073 8,375 6,681 3,163

上位10％ 26,626 17,178 13,068 10,240 5,500

中位数 (50％) 9,100 13,675 9,545 7,700 2,944

下位10％ 3,600 8,462 2,594 1,518 1,000

図５ 役員退職慰労金制度の状況
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はなく, ｢事前のコミットではないが, 結果的な業績連

動｣ というのでは, せっかくの役員退職慰労金廃止の決

断も, 株主へのアピールとしては弱くなってしまわない

だろうか｡ 退職慰労金自体は, もともと固定的に支払わ

れる報酬という色彩が強い｡ その面からは固定報酬に補

填するという傾向は理解できるものの, 年功的報酬を削

減するという狙いも踏まえ, 一部を業績連動報酬に振り

替えるなど, 関係者の支持を得やすい役員報酬ポート

フォリオを実現することがより望ましい｡

当サーベイの調査内容でガバナンス体制に関するもの

のうちから, 社外取締役, 報酬委員会, 役員評価制度に

ついての結果を紹介する｡

(1) 社外取締役

社外取締役選任企業は57％

社外取締役は, 当サーベイ参加企業の57％で選任され

ており, 選任されている人数は２人という企業が43％と

最も多かった｡ また, 社外取締役が選任されていない企

業でも, その57％が選任を検討中であると回答してい

る｡ どのような人に社外取締役を依頼しているかについ

ては, ｢株主企業の役員・従業員｣ に依頼するケースが

71％と最も多く, 次いで ｢取引がほとんどない他企業の

現役役員｣ に依頼するケースが29％であった (表８)｡

社外取締役を選任していない企業では, その理由とし

て ｢適任の社外取締役を見つけるのが難しい｣ という回

答が78％と最も多く, 次に多いのは ｢社外取締役が自

社・業界の事情を十分に理解できるか疑問である｣ の39

％であった｡

ガバナンスの強化や役員報酬の透明化が求められるな

か, 社外取締役の選任を期待する声は一般に高まってい

る｡ たとえば, 企業年金連合会の株主議決権行使基準で

も, ｢社外取締役の増員は原則として肯定的に判断する｣

と書かれている｡

今回のサーベイでも, すでに過半数の会社に社外取締

役がいるという結果が得られたが, その一方で, 社外取

締役の経歴としては, ｢株主企業の役員・従業員｣ が71

％と最も多かった｡ 社外取締役の主要な意義は, 独立し

た立場から判断ができることであると考えると, 経歴と

しては ｢取引がほとんどない他企業の役員｣ や, ｢弁護

士等の専門家｣ のほうが望ましいともいえる｡ 実際,

サーベイ結果でも, こうした経歴者は２番目, ３番目に

多くなっている｡ しかし, ４番目は ｢取引先企業・金融

機関｣ となっており, やはり, 完全には独立していない

立場の者になっている｡ このように, 社外取締役の一層

の独立性強化は今後の課題であろう｡

(2) 報酬委員会

報酬委員会の設置率は18％

当サーベイ結果によると, 役員報酬に関する審議・決

定を担う機関としては, 社長 (会長) 個人によるケース

が最も多く38％, 次いで取締役会が30％, 報酬委員会が

審議・決定を担うという回答は14％であった (表９)｡

報酬委員会の設置状況をみると, 設置されている企業

は18％であった (委員会設置会社と監査役設置会社で

任意設置されている報酬委員会の両方を含む｡ 任意設置

の場合は, 名称が報酬委員会でなくても役員報酬を審議

する役割を果たす委員会がある会社は含めて集計)｡

報酬委員会の議長は, 社外取締役ないし社外委員が務

めているケースが55％, 社長が議長を務めているものが

36％であった｡

報酬委員会の構成メンバーについては, 社内取締役と

社外取締役の割合はさまざまであり, 必ずしもどの会社

でも社外取締役がメインの構成になっているわけではな
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４ 社外取締役・報酬委員会
役員評価制度

表８ 社外取締役の状況
(1) 社外取締役の選任状況

・選任していない 43％
・選任している 57
１人 31
２人 43
３人 20
４人 ６

(2) 社外取締役の経歴 (複数回答)

・取引がほとんどない他企業の現役役員 29％
・弁護士・会計士等の専門家 24
・株主企業の役員・従業員 71
・取引先企業・金融機関 18
・学者 ６
・公務員退職者 ０
・その他 ６

表９ 役員報酬に関する審議・決定を担う機関

・取締役会 30％
・常務会・経営会議等 ２
・社長 (会長) 個人 38
・報酬委員会 14
・その他 16
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い｡ 日本取締役協会が2005年に発表した ｢経営者報酬

の指針｣ には, 役員報酬の透明化を推す立場から, 全上

場企業は報酬委員会を設置すべきであるという趣旨の提

言が含まれている｡ また, この ｢指針｣ では, ｢報酬委

員会は半数以上の社外委員を招聘, 委員長は社外委員で

あるべき｣ と書かれている｡ 報酬委員会を設けている企

業は, 役員報酬の透明化について問題意識が高い企業と

思われるが, 外部者による本格的なチェック機能を備え

た報酬委員会に向けて, 人選や機構等についても, さら

なる改善が求められてこよう｡

(3) 役員評価制度

制度化している企業は40％

取締役や執行役員に対する役員評価を制度化している

企業は40％であり, 27％の企業が導入予定ないし検討中

であるとしている (表10)｡ 役員評価の決定機関として

は, 回答企業の49％が ｢社長・会長｣ をあげているほ

か, ｢取締役会｣ や ｢報酬委員会・評価委員会等｣ に

よって決定されるという回答もそれぞれ17％あった｡

業績評価用の指標には, 売上高が最も多く用いられてお

り, 各段階の利益額がそれに次いでいる｡

適正な役員処遇の実現のためには, 有効な役員評価の

実施が大前提となる｡ そのための条件としては,

① 役員評価プロセスの確立

② 役員評価者の中立性の確保

③ 評価項目の妥当性の検証

等が考えられる｡ ①については, 制度化されている企業

が４割のみという現状の早急な改善が必要であろう｡ ②

については, やはり, 現状では中立性は十分とは言い難

いようで, とくに社長の評価については, 多くの企業で

行われていないあるいは社長自身で行っていてチェック

が効かない状況になっている可能性がある｡ ③について

は, 確かに売上高および利益額は重要な経営管理指標と

して評価に反映されるのは妥当である｡ 株主価値を重視

して処遇に反映させるべきという立場からさらにいえ

ば, これらに加え, 株価と配当による株主リターンを示

す TSR や, 資本コストを考慮した EVA 等の指標も併

せて活用することも検討に値すると思われる｡

◇

本稿では, サーベイ結果から, いくつかの内容を選ん

で紹介したが, 実際の報告書には, 報酬水準および役員

制度等のさらに詳しい情報が盛り込まれている｡ PwC

HRS では, 2008年度もサーベイの実施を予定しており,

数多くの企業にご参加をお願いしたいと考えている｡
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表10 役員評価の状況
(1) 役員評価の制度化状況

・導入済み 40％
・導入予定 ２
・検討中 25
・制度化しておらず予定もない 33

(2) 役員評価の決定機関

・社長・会長 49％
・取締役会 17
・報酬委員会・評価委員会等 17
・その他 17

役員報酬に関するデータ１●PwC HRS

〈参考〉 PwC HRS 調査と産労総研調査の比較
(単位：千円)

区 分 PwC HRS 産労総研
(2006年度)

産労総研
(2005年度)

① 役員報酬の水準 (平均年収)
社 長 43,750 31,114 25,193
副 社 長 41,996 26,980 19,735
専 務 31,214 19,876 19,471
常 務 27,489 16,895 15,689
取 締 役 20,125 14,388 13,258
② 役員報酬額の役位間格差 (取締役を１とした場合)
社 長 2.17 2.16 2.39
副 社 長 2.09 1.93 1.77
専 務 1.55 1.49 1.64
常 務 1.37 1.25 1.31
取 締 役 1 1 1

(注) 同じ条件で比較するため, PwC HRSサーベイのデータについ
ては現金報酬水準のみを示しており, ストックオプション付与額
と役員退職慰労金積増額は含めていない｡
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